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第 号

森
林
整
備
工
事

口
県
告
示
第
十
九
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

林
整
備
工
事
（
次
の
一
に
掲
げ
る

下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に

う
。
）
並
び
に
当
該
競
争
入
札
参

及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
…
…
…

告 目

次

示が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
に
係
る

申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
（
森
林
整

告約
の
締
結
（
防
災
危
機
管
理
課
）
…

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政

成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（

加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格

お
り
定
め
た
。

の
申
請
（
二
件
）
（
県
民
生
活
課
）
…

の
認
証
の
申
請
（
三
件
）
（
県
民
生
活

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
二
件
）
（
商

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…事

村

岡

嗣

政

令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

九
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す

の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札

以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」

審
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

な
資
格
並
び
に
資
格
審

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

平 成 年
月 日

（金曜日）

卒
業
し
た
者
で
あ
っ

督
及
び
施
工
管
理
に

よ
る
大
学
又
は
高
等

技
術
士
法
（
昭
和

（
森
林
部
門
に
係
る

農
林
水
産
大
臣
か

（
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー

の
登
録
を
受
け
た
者

一
般
社
団
法
人
日

学
校
教
育
法
（
昭

専
門
学
校
（
以
下
「

に
限
る
。
以
下
「
建

し
、
平
成
二
十
九
年

該
建
設
工
事
等
競
争

２

次
の
い
ず
れ
か
に
該

者
で
あ
る
こ
と
。

森
林
法
第
百
八
十

の
一
部
を
改
正
す
る

八
十
七
条
第
五
項
の

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該

政
令
第
百
六
十
七

四
の
規
定
に
基
づ
き

力
の
確
保
の
促
進
に

う
。
）
第
五
条
第
一

建
設
工
事
等
に
係

告
示
（
平
成
二
十
六

般
競
争
入
札
及
び
指

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年

事
業
の
う
ち
地
ご
し
ら
え
、

る
工
事

二

競
争
入
札
参
加
資
格

競
争
入
札
に
参
加
す
る

で
、
県
が
発
注
す
る
森
林

れ
る
資
格
を
有
す
る
も
の

て
、
当
該
高
等
学
校
等
を
卒
業
し

関
す
る
業
務
に
つ
い
て
一
年
に
六

専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ

五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第

第
二
次
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限

ら
林
業
作
業
士
（
フ
ォ
レ
ス
ト

ダ
ー
）
又
は
統
括
現
場
管
理
責
任

本
森
林
技
術
協
会
か
ら
林
業
技
士

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お

設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
」

度
の
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

入
札
参
加
資
格
に
よ
る
も
の
と
す

当
す
る
者
（
以
下
「
技
術
職
員
」

七
条
第
三
項
の
林
業
普
及
指
導
員

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十

林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
合

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
お
い

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律

項
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
知
事
の

る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争

年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
）
二

名
競
争
入
札
参
加
資
格
（
土
木
一

法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十

植
栽
、
除
伐
、
間
伐
及
び
保
育
に

こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ

整
備
工
事
の
請
負
対
象
設
計
額
に

と
す
る
。

一

た
後
、
森
林
の
施
業
に
係
る
指
導

十
日
以
上
か
つ
五
年
以
上
（
同
法

て
は
、
一
年
に
六
十
日
以
上
か
つ

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術

る
。
）

ワ
ー
カ
ー
）
、
現
場
管
理
責
任

者
（
フ
ォ
レ
ス
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

の
登
録
を
受
け
た
者

に
よ
る
高
等
学
校
、
大
学
又
は
高

い
て
林
業
に
関
す
る
学
科
を
修
め

と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
。
た

資
格
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、

る
。

と
い
う
。
）
を
常
時
雇
用
し
て
い

資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
（
森
林

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
森
林
法
第

格
し
た
者
を
含
む
。
）

て
準
用
す
る
政
令
第
百
六
十
七
条

き
な
い
者
以
外
の
者
で
、
林
業
労

第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

認
定
を
受
け
た
者

入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す

の

の
規
定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

式
工
事
又
は
造
園
工
事
に
係
る
も

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施

関
す
る
工
事
並
び
に
こ
れ
ら
に
類

る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

応
じ
、
三
等
級
に
区
分
し
て
格
付

監に三 士者）等て だ当る法百 の働いる一の 設す者さ

告

示
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三

第 号

付
記
又
は
添
付
を
し
な
け
れ
ば

２

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額

４

納
税
証
明
書
（
外
国
法
人
又

し
た
同
様
の
書
類
）

５

営
業
所
の
所
在
状
況
を
記
載

６

署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
法

７

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約

８

１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
も

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言

１

申
請
書
は
日
本
語
で
作
成
を

式
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

１

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項

憲
が
証
明
し
た
同
様
の
書
類
）

２

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を

等
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す

書
の
写
し

３

二
の

の
２
及
び
３
に
掲
げ

た
者
で
あ
る
こ
と
。

４

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費

競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
は

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期

ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方

申
請
の
時
期
は
、
平
成
二
十
八

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す

年
以
上
）
の
実
務
経
験
を
有

森
林
の
施
業
に
係
る
指
導

以
上
か
つ
十
年
以
上
の
実
務

３

常
時
五
人
以
上
の
森
林
の
施

以
下
「
作
業
職
員
」
と
い
う
。

上
の
作
業
職
員
が
労
働
安
全
衛

項
に
規
定
す
る
特
別
の
教
育

号
）
第
三
十
六
条
第
八
号
及
び

な
ら
な
い
。

に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務

は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限

し
た
書
類

人
又
は
外
国
人
以
外
の
者
に
あ

書
（
別
記
第
三
号
様
式
）

の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ

語
等

し
、
そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語

）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

証
明
書
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て

、
個
人
に
あ
っ
て
は
誓
約
書
（

受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
改
善
計

る
者
に
あ
っ
て
は
建
設
工
事
等

る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な

、
作
業
職
員
の
数
を
審
査
し
て

間
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資

で
の
間
と
す
る
。

法年
二
月
五
日
以
降
随
時
と
す
る

る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審

す
る
者

監
督
及
び
施
工
管
理
に
関
す
る

経
験
を
有
す
る
者

業
に
係
る
作
業
の
経
験
を
有
す

）
を
雇
用
し
て
お
り
、
か
つ
、

生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四

第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務
に

規
程
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条

を
有
す
る
本
国
の
官
憲
が
証
明

っ
て
は
、
印
鑑
証
明
書

る
と
認
め
る
書
類

で
記
載
さ
れ
た
も
の
は
訳
文
の

な
ら
な
い
。

。は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官

別
記
第
二
号
様
式
）

画
認
定
書
の
写
し
、
建
設
工
事

競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知

こ
と
を
証
す
る
書
類

い
こ
と
。

行
う
も
の
と
す
る
。

格
が
認
定
さ
れ
た
日
の
翌
日
か

。
査
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様

業
務
に
つ
い
て
一
年
に
六
十
日

る
職
員
（
技
術
職
員
を
含
む
。

当
該
作
業
職
員
の
う
ち
三
人
以

五
十
七
号
）
第
五
十
九
条
第
三

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添

住
所

商
号
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

建
設
工
事
等
競
争
入
札

営
業
所
の
名
称
及
び
所

使
用
印
鑑

代
理
人

に
規
定
す
る
外
国
貨
幣

号
）
に
示
す
外
国
貨
幣

い
。

四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
申

五

審
査
事
項
等
の
変
更
の
届

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有

争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項

え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

参
加
資
格

在
地

換
算
率
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成

換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換

請
者
に
通
知
す
る
。

出す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

等
変
更
届
（
別
記
第
四
号
様
式
）

な
ら
な
い
。

二
十
七
年
財
務
省
告
示
第
二
十

算
し
、
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、

に
三
の

に
掲
げ
る
書
類
（
変
更

二

七な競に



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

ま か 入

（定期）報 第 号

１
第

記
別

の
員

職
術

技
ち

う
の

を
育
教

生
衛

全
安

ち
う

の
者
た

け
受

し
加

参
に

札

年
び

及
度

年

お
な

入
争

競
、

で
の

い
た

付
添

び
及

書
請

申
の

こ
、

等
示

提
の

類
書

認
確

ら

書

。
す

が
請

要
の

の
員

職
業

作

式
様

号

様
事

知
県

口
山

号
番
付

受
登札

入
争

競

数
の

数

発
が

県
口

山
て

い
お

に
度

審
の

格
資

加
参

札

る
す

注

て
全

の
類

類
書

係
関

を
査

あ

実
事

、
は

項
事

載
記

の

、
は

て
い

お
に

合
場

た
っ

つ
い

数

称
名

の
等

格
資

商

所
住

者
請

申

号
番

便
郵

称
名

は
又

号

名
氏

者
表

代

話
電

リ
ミ

シ
ク

ァ
フ

号
番
録

請
申

査
審

格
資

加
参

人

競
る

係
に

事
工

備
整

林
森

す
ま

し
請

申
て

え
添
を

争

び
並

と
こ

い
な

違
相
と

。

を
と

こ
る

じ
応

も
で

県
に

し
約
誓

人

数
人

人

日
月

年

）
番

局

）
番

局

付
受

人
見
後
被

年
成
、
は

私

書

し
約
誓
を
と

こ
い

保
被

、

。
す
ま

事
知
県
口

山

式
様
号

２
第

人
佐

名
氏

所
住

者
請

申

様

得
を

権
復

で
者

産
破

は
又

な

書
約

誓

三

該
も
に

れ
ず
い

の
の

も
い

日
月

年

な
し

当



平成 年 月 日 金曜日

る物 る

山 口

き 組者対るる

（定期）県 報

行
を

ま暴力 団 る に

第 号

第
ら

山 山 ３
第

当
に
る

す
工

施
を

事
工

県
れ
ら

め
認

と
力
暴

、
り

た
ら
が

な
り

知
と

等
社

会
る

当
に
る

す
工

施
を

事
工

県
れ
ら

め
認

と
力
暴

、
り

た
ら
が

な
り

知
と

等
社

会
る

た
し
を

用
使

の
設

施
理

処
。

き
と

力
協
に

営
運

、
持

維
の

織

が
等

員
役 。

は
く

し
若

し

暴
に

正
不

、
し

関
に

務
業

し
用
使

を
）

。
う

い
と

」
し
若

等
員

役
ら
め

認
と

た
な
か

い
、

が
人

用
使

は
く

他
の
そ

品
物

、
銭

金
て

し
、
が

等
員

役
益
利

上
産

財
係
関

団
力

暴
は

又
団

力
暴

力
暴

、
が

等
員

役
。
き

と

人
法

係
関

団
力
暴

は
又

団
を
と

こ
る

あ
で

等
合

組
、

な
り

知

得
取

格
資

加
参

札
入

、
た

併
を

と
こ

い
な

わ

お
に

後

ま
し

約
誓

て
せ

札
入

等
事

工
設

建
県

口
山員

役
）

除
排

団
力

資
加

参経
の
者

業
格

資
有

は
又

等
律
法

る
す

関
事
に

営第
律
法

年
３

成
平

体
団

号
下
以

員
）

。
う

い
と

」
団

力
暴

力
暴
は

又
）

。
う

い
と

」
て

し
と
景

背
を

成
構

の
団

を
等

為
行
法

不
的

力
暴

様
事

知
県

口

力
暴

式
様

号

参
札

入
等

事
工

設
建

県
口

格
資

加こ
い

な
し

当
該

に
で

ま
号

を
と

が
者
係

関
団

力
暴

は
又

団
を
約

契
請

下
、

は
又

営
経

は
又
団

。
き

と
た

し
結

締
又

営
経

が
者

係
関

団
力

暴
の

等
料

材
原

・
材

資
、

は材
機

、
入

購

者
る
す

与
関

下
以

暴
は

又
団

力

構
準

団
力

暴

れ
準

団
力

暴
び

及
員

団
力っ
も

を
義

名
る

。
き
と

る不
を

、
ず

わ
問

を
る

す
て

れ
ら
め

認
と

た
え

与
に

当
難
非

に
的

会
社

と
者

と
る

営
経
が

者

関
き
べ

る
れ

さ

的
質
実

に
営

運
は

く
し

若
る

す
用

利
を

れ
こ

、
ら

が
て

し
ど
な

第
準

基
同

、
は

て
い

。
す

第
ら

か
号

等
止
停

名
指

る
係

に
者

格

し
加

参
上

実

別
領
要

置
措

。
員

団
力
暴

が
者

る
い

て
下

以
う

い
と

」
法

策
対

団
力

暴
２

第
法

策
対

団
力

暴
は

又
が
い

な
は

で
員

号
６

第
条

う
行

を
係
関

と
団

力
暴

、
や
金

資
に

団
力

暴
び

及
者

器
武

書
約

誓
る

す
関

に
除

排
団

代
名

は
又

号
商 住

者
請

申

停
名

指
る

係
に

者

氏
者

表

ま
し

約
誓

領
要

置
措

等
止

。
す

し
与
関

に
的
質
実
に
営

運

関
に
的
質
実
に
営
運

い
て

、
れ
入
借
の

等
い
て
し
与

棄
廃
業
産

は
又

あ
で
）

。
う
い
と
」
員

成

員
成

構

と
る

下
以は
又
団
力
暴

係
関

団
力

暴

係
。
き

に
者
係
関
団

力
暴

ら
め
認

と
る
い
て
し
有
を

認
と

る
い
て
し
与
関

に

れ

れ
ら
め
認
と
る
い

れ
ら
め
。
き
と
る

為
行
る
す

当
該

に
で

ま
号よ

に

粋
抜
準
基
置

措
１

表

等
止
防
の

為
行
な
当
不
る

規
に

号
２
第
条
２
第
）

。
者
る
す
定
規
に

す
定

下
以の

そ
、
ら
が
な
ち
持

力
暴

な
る
す
給
配

を
威
の
織
組

の
そ
、
て

し
ど

名 称 所

日
月

年

第
準

基
置

措
１

表
別

か
号

参
札

入

年
り
お

と
の
記
下

事
査

審
る
係
に
格

資
加

年
更

変
項

事
更

変

知
県
口
山

競

式
様
号

４
第

様
事

電

項

年
ら

か
日

月

シ
ク

ァ
フ

で
の
た

じ
生
が
更

変
に
等

記

関
、

前
更

変
日

月
更

変

事
査

審
格
資
加

参
札
入

争

住
者

出
届

番
便

郵

変
等

項

名
は

又
号

商

氏
者

表
代

月

）
番

局
リ

ミ

）
番

局
話書

係

争
競

の
間

の
で
ま

日

す
ま

出
け

届
て

え
添

を
類

。

後
更

変

容
内

の

称 所 号

日
月

年

届
更名

四



平成

月
二

の
縦

年 月 日 金曜日

八（
二特

り
特同

山 口 県

五六七
第

（定期）報

一二三四

第 号

（
二次

十
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境

覧
に
供
し
ま
す
。

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

八
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

扶
桑
電
通
株
式
会
社

東
京
都
中

契
約
金
額

四
千
七
百
五
十
八
万
九
千
百
二
十

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

総
務
部
防
災
危
機
管
理
課

山
口

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び

県
庁
舎
等
構
内
交
換
電
話
設
備

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

公

七
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

央
区
築
地
五
丁
目
四
番
一
八
号

円由定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

山
口
県
知

所
在
地

市
滝
町
一
番
一
号

数
量

一
式

告

り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

県
山
口
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
八
年
二

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

事

村

岡

嗣

政

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

新
興
国
の
医
療
、
福
祉
及

を
含
む
支
援
を
行
う
こ
と
。

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、
山
口

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

山
口
市
阿
東
地
域
の
住
民

支
援
の
事
業
を
行
い
、
中
山

（
二
九
）
特
定
非
営
利
活
動
法

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称
十
八
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

岩
本

功

周
南
市
桜
木
一
丁
目
三
番
四

び
保
健
の
向
上
を
目
指
し
、
そ
れ

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

九
日

山
口

井
上
浩
一
郎

山
口
市
阿
東
嘉
年
下
一
五
九

に
対
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

間
地
域
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
。

人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

九
日

山
口

十
八
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

げ
ん
き
嘉
年

五

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
号

ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
人
材
育
成

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
八
年

山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公

県
知
事

村

岡

嗣

政

番
地
の
二

ー
を
利
用
し
た
地
域
づ
く
り
や
生

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

等 二衆 活お

公

告



平成 年 月 日 金曜日

一二

山 口

（
三特

と
お変

書
及

及
び

（定期）県 報

一二

第 号

（
三特

と
お変

及
び

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

山

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

一
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
山
口
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

山

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

〇
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
八
年

山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
ク
ロ
ス
ロ

根

律
子

口
市
朝
田
二
〇
九
一
番
地
の
一

款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
三
月
十
四
日
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
宇
部
総
合

本

正
三

部
市
新
天
町
二
丁
目
一
番
三
号

款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

二
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ー
ド

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

事

村

岡

嗣

政

変

更

に

係

る

事

項

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
琴
芝

所
在
地

宇
部
市
西
琴

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

（
三
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八

働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
十
四

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
三
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成

及
び
山
口
県
周
南
県
民
局
に
お

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

変

更

前

及
び
所
在
地

店芝
一
丁
目
九
一
〇

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
一
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
五
月

振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公

九
日

山
口

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
森
林

田

正
勝

光
市
大
字
岩
田
一
〇
四
二
番

人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

二
十
八
年
三
月
十
四
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

九
日

変

更

後

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
里

地
の
一
二

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

六

名 の労 の画課



平成

二

年 月 日 金曜日

四五一

山 口 県

三

（定期）報

一二
株

第 号

四五

所
在
地

宇
部
市
西
琴
芝
一
丁

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年
八
月
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
琴
芝
店

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
琴
芝
店

所
在
地

宇
部
市
西
琴
芝
一
丁

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日

変
更
年
月
日

目
九
一
〇

代
表
者
の
氏
名

在
地 変

更

前

株光号中

在
地

目
九
一
〇

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

株
式
会
社
山
口
フ
ジ
カ
ラ
ー

株
式
会
社
ス
イ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン

変

更

後

式
会
社
プ
ラ
ス
ワ
ン
西
日
本

市
虹
ケ
丘
五
丁
目
一
一
番
一
〇

村

秀
明

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五

所
在
地

宇
部
市
西
琴

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
琴
芝

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

業業
日日 芝

一
丁
目
九
一
〇

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業
日八

日
及
び
所
在
地

店

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業

有
限
会
社
メ
ガ
ネ
の
タ
ケ
シ
ゲ

七

シ
ッ
プ

広
島
市
中
区
富
士
見
町
八
番
七
号

青
木

真
也

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

株
式
会
社
ア
ー
バ
ン
フ
ェ
ロ
ー

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

名 名



平成 年 月 日 金曜日

四

山 口

一二
株

三

（定期）県 報

四五

第 号

一二
株

三

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

届
出
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
琴
芝
店

所
在
地

宇
部
市
西
琴
芝
一
丁

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
琴
芝
店

所
在
地

宇
部
市
西
琴
芝
一
丁

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

前

松宇号井

在
地

目
九
一
〇

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

株
式
会
社
ホ
ワ
イ
ト
パ
ッ
ク

在
地

目
九
一
〇

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

後

月
堂
製
パ
ン
株
式
会
社

部
市
今
村
北
四
丁
目
二
五
番
一

上

守

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

変

更

後

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

名

称

丸
久
厚
狭
店

所
在
地

山
陽
小
野
田

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八

働
部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名
四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一

（
三
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
琴
芝

所
在
地

宇
部
市
西
琴

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

市
大
字
厚
狭
四
七
八
の
一

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
一
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
五
月

市
産
業
振
興
部
商
工
労
働
課
に
お

九
日

山
口

及
び
所
在
地

日日地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

社
岩
崎
宏
健
堂

周
南
市
福

八
番
二
二

河
戸
憲
一

五
日

及
び
所
在
地

店芝
一
丁
目
九
一
〇

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
届
出

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

更

前

変

更

後

川
三
丁
目
一

号

周
南
市
下
一
の
井
手
五

六
三
六
の
五

郎

冨
永

幸
朗

八

の労 名



平成

四

年 月 日 金曜日

三

山 口 県

一二
株

（定期）報

四五

第 号

二
株

三

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
二
年
四
月
十
二
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

丸
久
厚
狭
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日

変
更
年
月
日

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

変

更

前

株東番城

在
地

厚
狭
四
七
八
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

有山の原

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

変

更

後

式
会
社
キ
ャ
ン
ド
ゥ

京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
二
一

一
号

戸

一
弥

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

限
会
社
原
田
化
粧
品
店

陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭
二
五
一

一
一

田

興
治

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

変

更

後

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

所
在
地

山
陽
小
野
田

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
小
野

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
小
野

所
在
地

山
陽
小
野
田

日 市
大
字
西
高
泊
六
四
〇
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業

株
式
会
社
東
武
住
販

日日及
び
所
在
地

田
店

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業

株
式
会
社
山
口
フ
ジ
カ
ラ
ー

九
日

及
び
所
在
地

田
店

市
大
字
西
高
泊
六
四
〇
の
一

九

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

名 名



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

二
株

三

山 口

五一

（定期）県 報

株
三四

第 号

五一二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
印
刷

十
八
年
一
月
二
十
九
日
発
行

を
行
う
者
の
住
所

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
小
野
田
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
年
月
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
小
野
田
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

番

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

株東

在
地

西
高
泊
六
四
〇
の
一

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

株
式
会
社
ス
イ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン

在
地

西
高
泊
六
四
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

県

庁
知
事

六
号

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

変

更

後

式
会
社
不
二
家

京
都
文
京
区
大
塚
二
丁
目
一
五

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

変

更

後

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量

二

作
業
の
地
域

山
口
市
徳
地
三
谷

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

（
三
五
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府

知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

一

作
業
の
種
類

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

五

変
更
年
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